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 第１章 あたたかい心がふれあう地域づくり 
 

 

１・保健・医療・福祉・介護のネットワーク  
【基本方針】 

 福祉は、地域住民をはじめ、自治会・町内会等、民生委員・児童委員、福祉委員、

ボランティア（団体）、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、（地区）社会福祉協議会、社会

福祉従事者、福祉関連民間事業所、医療機関、行政など、たくさんの人と組織・機関

によって支えられています。 

 各組織・機関の活用を有効なものとして、相乗効果を図るためには、このような多

様な組織・機関の連携を強化して、保健・医療・福祉・介護の多様なサービスを総合

的に提供できる体制を強化することが大きな課題です。 

 また、市内の企業等における福祉への積極的な取り組みを促すことも重要です。 

【施策の体系】 

（１）地域包括支援センターの拡充 

（２）保健・医療・福祉・介護の連携強化 

（３）各種団体、組織、企業等との連携強化によるサービスの総合的提供 

【主な施策・サービス】 

（１）地域包括支援センターの拡充 

 高齢者が住み慣れた地域で尊厳をもってその人らしい生活を続けられるようにす

るためには、福祉サービス・介護保険サービス・医療サービスなどの様々なサービス

を、高齢者の状況に合わせて切れ目なく提供していくとともに、適宜、介護予防・虐

待防止・権利擁護などの各種施策を活用していく必要があります。 

 佐倉市では、平成18年４月に直営方式による地域包括支援センターを市役所〔高

齢者福祉課内〕に１箇所設置するとともに、地域の身近な相談窓口として委託方式に

よる地域介護相談センターを５箇所設置して、「総合相談」、「包括的・継続的な支

援」、「権利擁護・高齢者虐待防止」、「介護予防ケアプラン作成」などの業務を推

進してきました。 

平成 21年４月からは、この地域包括支援センターを拡充し、佐倉市のすべての日

常生活圏域〔32ページ参照〕に委託方式による地域包括支援センターを各１箇所〔合

計５箇所〕設置することにより、高齢者やその家族などを、より身近な地域でサポー

トし、安心して暮らすことのできる体制を整備します。 

また、これまで市役所内に設置していた地域包括支援センターについては、形式的

にはなくなりますが、今後も市が責任主体として、５箇所の地域包括支援センターを

統括的に支援できるように、一定の専門職を配置し、各地域包括支援センターの体制

整備及び機能強化に向けて努めていきます。 

 

保健・医療・福祉・介護の連携 
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●地域包括支援センターの体制 
日常生活圏域〔32ページ参照〕 地域包括支援センター名称 

佐倉圏域 佐倉市 佐倉地域包括支援センター 

根郷・和田・弥富圏域 佐倉市 南部地域包括支援センター 

臼井・千代田圏域 佐倉市 臼井・千代田地域包括支援センター 

志津北部圏域 佐倉市 志津北部地域包括支援センター 

志津南部圏域 佐倉市 志津南部地域包括支援センター 

 

 

（２）保健・医療・福祉・介護の連携強化 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、保健・福祉・医療・介護にかか

わる関係機関の連携を強化するために、各日常生活圏域にある地域包括支援センター

を中心に、各種ネットワークづくりを推進します。 

●各地域包括支援センターの連携 
●市及び各地域包括支援センターによる定例会の活用 
●地域包括支援センター運営協議会（佐倉市高齢者福祉・介護計画推進懇話会）の 
協力 
●各種ケース会議等の活用 など 
 

 

（３）各種団体、組織、企業等との連携強化によるサービスの総合的提供 

 福祉の向上を図るため、自治会・町内会・区及び自治会・町内会等連合協議会をは

じめ、新たな地域コミュニティの形態として小学校区を基準として設置された地域ま

ちづくり協議会との連携を密にし、地域の様々な問題・課題などの解決に向けて取り

組んでいく必要があります。 

また、民生委員・児童委員、福祉委員、ボランティア（団体）、ＮＰＯ法人、社会

福祉法人、（地区）社会福祉協議会、社会福祉従事者、福祉関連民間事業所、医療機

関などの個人・団体・組織との連携を強め、保健・福祉・医療・介護の各種サービス

を総合的に提供していく必要があります。 

●自治会・町内会・区、自治会・町内会等連合協議会及び地域まちづくり協議会との

連携 
●佐倉市民生委員・児童委員協議会との連携 
●ボランティア（団体）、ＮＰＯ法人、社会福祉法人との連携 
●社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会との連携 
●社会福祉従事者、福祉関連民間事業所、医療機関との連携 など 
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２・ボランティア活動の促進・支援  
【基本方針】 

 佐倉市におけるボランティア活動は活発で、多くのグループがさまざまな活動を行

っており、福祉・介護を支える力になっています。 

 今後も、各種ボランティア活動の支援施策の充実に努めます。 

【施策の体系】 

（１）ボランティア（団体）、ＮＰＯ法人等の自主的活動に対する支援 

（２）行政への協力活動を行うボランティア活動等の支援 

（３）高齢者の社会参加に対する支援 

【主な施策・サービス】 

（１）ボランティア（団体）、ＮＰＯ法人等の自主的活動に対する支援 

 ボランティア（団体）の育成と福祉の向上を図るため、社会福祉法人佐倉市社会福

祉協議会が行うボランティア（団体）の育成を支援します。 

 また、ボランティア（団体）の人材育成機能の充実を図り、新たな市民参加を促す

ボランティア活動に関する情報提供とPRに努めます。 

●社会福祉法人佐倉市社会福協議会〔佐倉市ボランティアセンター〕への協力・支援 
●社会福祉法人佐倉市社会福協議会〔佐倉市ボランティアセンター〕との連携 など 

 

（２）行政への協力活動を行うボランティア活動等の支援 

 佐倉市民生委員・児童委員の活動を支援するとともに、ボランティアが支えている

「佐倉市食生活改善推進協議会」、「佐倉市健康体操普及会」をはじめとする各種団

体の活動を支援していきます。 

 また、自治会等のコミュニティ活動と各種団体のボランティア活動への協力・支援

を推進します。 

●佐倉市民生委員・児童委員協議会への協力・支援 
●自治会等が行うコミュニティ活動への協力・支援 
●行政への協力活動を行う各種ボランティア団体への協力・支援 など 

 

（３）高齢者の社会参加に対する支援 

 高齢者がボランティア活動を通して積極的な社会参加ができるように、社会福祉法

人佐倉市社会福祉協議会、既存のボランティアグループ、関係機関等との連携を図り

ながら、今後も継続的に助成等の支援を図ります。 

●社会福祉法人佐倉市社会福協議会〔佐倉市ボランティアセンター〕への協力・支援 
●社会福祉法人佐倉市社会福協議会〔佐倉市ボランティアセンター〕との連携 など 
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３・福祉意識の高揚  
【基本方針】 

 佐倉市では多様な方法で市民等に対する福祉意識の高揚を図ってきました。また、

市職員についても福祉に関する認識を深め、より質の高い市民サービスを提供できる

ように研修等を実施してきました。 

 今後も、福祉意識の高揚のための施策を推進していきます。 

【施策の体系】 

（１）福祉に関する学習機会の提供 

①市民カレッジ等の実施 

②小中学生を中心とした福祉に関する学習活動の実施 

（２）啓発活動の実施 

①福祉・介護に関する各種講演会等の実施 

②市民への啓発活動 

（３）敬老事業の推進 

①敬老会の実施 

②敬老祝金の贈呈 

【主な施策・サービス】 

（１）福祉に関する学習機会の提供 

①市民カレッジ等の実施 

佐倉市民カレッジなど生涯学習の場である公民館活動等で、福祉に関する学習機

会を提供します。 

 

②小中学生を中心とした福祉に関する学習活動の実施 

福祉推進校をはじめとする市内小・中学校において、福祉施設等での交流や各種

地域行事への参加、介護体験活動を通して、福祉に関する学習活動を実施します。

 

 

（２）啓発活動の実施 

①福祉・介護に関する各種講演会等の実施 

研究者や実務担当者など、福祉・介護の専門家による講演会等を開催し、福祉・

介護に関する市民意識を高めるとともに、さまざまな知識を習得する機会を提供し

ます。 

 

②市民への啓発活動 

市の広報紙「こうほう佐倉」やホームページ、ケーブルテレビ等の広報番組、公

民館だより等への掲載、生涯学習活動における展示・発表等を活用し、市民に対す

る福祉意識の啓発活動を推進します。 
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（３）敬老事業の推進 

 ①敬老会の実施 

市では、毎年、市内在住の75歳以上の高齢者を対象に、各小中学校の体育館な

どを会場として敬老会を開催し、高齢者に対する敬愛の念を込めて、地域住民とと

もに地域ぐるみの福祉を推進する行事〔会食、演芸会等〕や記念品贈呈などにより

高齢者を敬う事業を実施しています。 

今後も敬老会を開催し、敬老思想の高揚を図ります。 

 

②敬老祝金の贈呈 

  市では、毎年、当該年度内に満80歳、満88歳、満99歳及び満100歳以上

の年齢に達する高齢者に対し、長年にわたり社会に尽くしてきた高齢者の長寿を祝

うとともに、敬老思想の高揚を図ることを目的とする敬老祝金を贈呈しています。

  今後も、敬老祝金の贈呈を推進し、敬老思想の高揚を図ります。 
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４・市民参加の推進 
【基本方針】 

 社会福祉は、「公助」・「共助」・「自助」のバランスによって成立します。多様

化する市民のニーズに応えるために、すべてを行政のみで対応していくことが困難に

なってきています。そのため、市民参加による支援と協力をいただきながら、さまざ

まなサービスに取り組んでいくことも必要です。 

今後も、市民が福祉活動に参加しやすい方策を講じます。 

【施策の体系】 

（１）市民参加の体制づくり 

①介護予防リーダーの養成 

②学習サポーターの養成 

③認知症サポーターの養成 

④介護相談員の協力 

（２）市民公益活動団体への支援 

【主な施策・サービス】 

佐倉市では、平成18年９月に「佐倉市市民協働の推進に関する条例」を制定し、

平成19年１月に施行いたしました。 

この条例では、市民と共につくるまちづくりを推進していくにあたり、次の事項を

明示しています。 

○まちづくりの主体となる市民や行政の役割及び責任を明らかにする。 

○まちづくりに対する市民の意識や意見を行政に反映するための仕組みを整備す

る。 

○市民が地域課題の解決や地域活性化のために取り組む諸活動を相互に連携・支援

していく仕組みを整備する。 

○その他、市民協働を推進するための仕組みを整備する。 

福祉や介護の分野においても、地域特性や市民の意識を踏まえた行政運営を推進す

るとともに、市民相互の協働、市民と行政の協働により高齢者福祉・介護保険施策を

実施していく必要があります。 

 

（１）市民参加の体制づくり 

 ボランティアなどの社会活動が継続され、誰もが関わりや参加の機会を得られるよ

うに、各種の情報を発信し、市民が自主的に参加したくなるような意識の高揚を図る

とともに、行政側としても市民参加を受け入れるための仕組みづくりを進めます。 

 なお、福祉・介護の分野において、行政の支援をしていただいている市民参加は以

下のとおりです。 

①介護予防リーダーの養成 

  地域において自主的な介護予防に資する活動が広く実施されるように、その役割

を担う介護予防リーダーを養成するものです。 
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②学習サポーターの養成 

  通所型介護予防〔認知症予防の教室〕の実施にあたり、対象者とコミュニケーシ

ョンを図り、明るい学習場面づくりや、学習のサポートを行う学習サポーターを養

成し、効果的な教室の運営を行うものです。 

③認知症サポーターの養成 

  講座や講演会などを通じて、認知症を正しく理解してもらい、認知症の人やその

家族を温かく見守る応援者となる認知症サポーターを養成するものです。 

④介護相談員の協力 

介護保険サービスに関する利用者・事業者間のトラブルを未然に防ぐほか、サー

ビスの質の向上・平等化を図ることを目的として、介護保険施設などへ「介護相談

員」を派遣しています。 

介護相談員の派遣を受け入れている施設は、平成20年度時点で市内に35箇所あ

り、月に１回程度２名の相談員が訪問し、介護保険サービスの利用者が抱いている

疑問や不満について、本人やその家族の相談に応じ、その後、事業者との調整など

を行っています。 

 

（２）市民公益活動団体への支援 

 佐倉市における市民公益活動の定義は、「市民又は市民団体等が主体となって継続

的・自発的に行う社会貢献活動」です。市民公益活動といえるのは、社会一般の利益

（公益）に資する場合をいい、社会貢献活動が非営利目的であることが必要です。 

佐倉市では、市民や市民公益活動団体等が相互に連携・交流できる拠点である「市

民公益活動サポートセンター」や市民公益活動のインターネットサイト「さくら市民

公益活動情報サイト」等を通じて、市民公益活動団体等の支援を行います。 
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第２章 安全で快適なまちづくり 
 

 

 

１・高齢者が行動しやすい都市基盤の整備 
【基本方針】 

高齢者がまちを歩いたり、施設を利用したりする際に、階段、段差、自動車・自転

車の通行等、危険な場所や障害となる場所、不都合な場所が多くあります。 

佐倉市では、高齢者が安心・安全に行動できる まちづくりを推進していますが、

市民、民間事業者等との連携を強化して、今後もさらに計画的な「福祉のまちづくり」

を推進します。 

【施策の体系】 

（１）福祉のまちづくり計画の推進 

（２）高齢者が安心して利用できる交通基盤の整備 

①高齢者や障害者に配慮した道路整備 

②公共交通機関の整備 

（３）高齢者が安心して活動できる公共公益施設等の整備 

①公共公益施設整備におけるユニバーサルデザイン化の推進 

②開発行為、商業施設等の整備におけるユニバーサルデザイン化の推進 

（４）交通安全の推進 

①交通安全施設の整備 

②交通安全教育の充実 

【主な施策・サービス】 

（１）福祉のまちづくり計画の推進 

 「千葉県福祉のまちづくり条例」との調整を図りつつ、「佐倉市福祉のまちづくり

計画」と連携しながら、公共施設のバリアフリー化、安全で快適な歩行環境整備など

各種事業の推進を図ります。 

 

（２）高齢者が安心して利用できる交通基盤の整備 

①高齢者や障害者に配慮した道路整備 

高齢者が快適に行動できるように、道路沿いの土地所有者や居住者等の理解と協

力を得ながら、市街地における歩道の整備、視覚障害者用誘導ブロックの整備、車

いすに対応した歩道幅員確保や勾配と段差の解消を進めます。また、主要な道路に

おける電線類の地中化等による電柱などの障害物の排除、坂道や階段における手す

りの設置、休憩用スペースの確保等、高齢者の負担を軽減するための整備を進めま

す。 

 

高齢者が生活しやすい都市・交通基盤・住宅等の整備 
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②公共交通機関の整備 

高齢者の社会参加を促進するため、高齢者をはじめ市民の基礎的な交通機関であ

る路線バスについては、低床バス（ノンステップバス）等の購入助成、生活交通路

線の確保に資する助成などを行うほか、佐倉市循環バスの運行維持に努めます。 

また、公共交通機関の存続が懸念される地域などについては、市民や関係機関で

組織する「佐倉市地域公共交通会議」において、日常生活に必要な交通手段の確保

などについて検討します。 

鉄道駅では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（通称：

バリアフリー新法）の対象駅〔１日の乗降客数が5,000人を超える駅〕のエレベーター

またはエスカレーター及び車いす対応トイレの設置について、おおむね完了してい

ます。未整備部分については、今後も整備を推進するため、関係機関への要請と支

援を図ります。 

 

（３）高齢者が安心して活動できる公共公益施設等の整備 

 ①公共公益施設整備におけるユニバーサルデザイン化の推進 

高齢者の社会参加を促進するために、公共施設などの整備においては、高齢者が

円滑に利用できる施設づくりを行います。 

また、公共公益施設について、「バリアフリー新法」や「千葉県福祉のまちづく

り条例」に該当するものについては、高齢者・障害者等が円滑に利用できる施設整

備をするよう要請・指導します。 

②開発行為、商業施設等の整備におけるユニバーサルデザイン化の推進 

「バリアフリー新法」や「千葉県福祉のまちづくり条例」に該当するものについ

ては、事前協議の段階で、高齢者・障害者等が円滑に利用できる施設整備をするよ

う要請・指導します。 

 

（４）交通安全の推進 

 ①交通安全施設の整備 

高齢者が安心して歩行できる空間づくりを目指し、信号機や標識などの交通安全

施設の整備について、関係機関に要請します。 

 ②交通安全教育の充実 

市民に対する交通マナー教育や啓発活動を進めるとともに、高齢者に対しても自

らの安全を守るよう啓発資料等を配布して安全対策を呼びかけます。 

また、市街地で高齢者が安心して移動できるように、高齢者に配慮した自転車・

自動車の走行や、駐輪・駐車に関しての啓発活動を行います。 
 
※バリアフリー新法とは…平成 18 年に制定。平成６年に制定された「高齢者、身体障害者等が

円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」（ハートビル法）、平成 12 年に制定

された「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（交

通バリアフリー法）を統合するとともに、施策の拡充を図り、新たに「高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律」として制定されたものです。 
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２・高齢者が生活しやすい住宅の整備 
【基本方針】 

 一般の住宅には高齢者が生活するうえで、また、要援護者を介護するうえで、危険

な箇所や不便な箇所が少なくありません。 

 佐倉市では市民の住宅改造に関する相談窓口の設置や増改築に対する助成等を行

ってきました。今後も、介護保険による住宅改修への給付を実施することにより、高

齢者が安心・安全で快適に生活することができる住宅づくりに努めます。 

【施策の体系】 

（１）高齢者が生活しやすい公営住宅の供給 

（２）高齢者に配慮したまちづくり・住宅づくりの誘導 

（３）高齢者の住まいに関する増改築に対する支援 

（４）高齢者の住まいに関する情報提供、相談活動 

【主な施策・サービス】 

（１）高齢者が生活しやすい公営住宅の供給 

 市営住宅における高齢者の入居に配慮します。また、将来、市営住宅について建設・

建て替えの必要性が生じた際には、高齢者等が生活しやすい構造・設備等を導入する

など、高齢者の円滑な利用に配慮した住宅づくりを進めます。 

 

（２）高齢者に配慮したまちづくり・住宅づくりの誘導 

 「バリアフリー新法」や「千葉県福祉のまちづくり条例」に基づき、高齢者等に配

慮したまちづくり・住宅づくりを推進するよう、事業者〔開発事業者・建築主等〕に

対して要請・指導を行います。 

 

（３）高齢者の住まいに関する増改築に対する支援 

 高齢者等と同居または同居を予定しているかたが、高齢者等の専用居室等を増改築

または改造するための資金融資を、社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会から受けた

場合に、「佐倉市高齢者及び重度障害者居室等増改築、改造資金利子補給金交付事業」

として利子補給金を交付し、経済的負担の軽減に努めます。また、介護保険事業によ

る住宅改修費の支給を行います。 

 

（４）高齢者の住まいに関する情報提供、相談活動 

 市民のライフステージに応じた住み替えや増改築等に関して、情報提供や相談への

対応を行います。 

 佐倉市住宅増改築修繕相談協議会と連携して住宅の増改築や修繕等に関する相談

に対応します。 
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第３章 楽しく生きがいのあるくらしづくり 
 

 

 

 

１・高齢者の就労機会の確保 
【基本方針】 

 高齢者の就労は、老後の生計を安定させるとともに、社会参加による生きがいや健

康の維持・増進にもつながるため、関係機関との連携を充実させ、支援策を強化して

いくように努めます。 

【施策の体系】 

（１）高齢者の就労機会の拡大 

 ①高齢者福祉作業所の活用 

 ②シルバー人材センターへの支援 

（２）高齢者のための就業相談 

 ①シルバー人材センターによる就業相談 

②佐倉市地域職業相談室による就業相談等 

（３）市のホームページによる就業に関する情報提供 

【主な施策・サービス】 

（１）高齢者の就労機会の拡大 

 ①高齢者福祉作業所の活用 

  レインボープラザ佐倉〔佐倉市鏑木町〕内に設置された高齢者福祉作業所では、

市内在住の60歳以上のかたを対象に、高齢者の知識と経験を活かした就労や収入

などにつながる技術の習得を目的とした籐工芸、七宝工芸、刺繍、竹工芸、園芸・

盆栽、ガーデニングの各種講座を開催しています。 

今後も、受講後の成果を社会に還元できる方策を検討するなど、継続的に高齢者

の就労機会の拡大に寄与します。 

 

②シルバー人材センターへの支援 

レインボープラザ佐倉２階にある社団法人佐倉市シルバー人材センターは、「高

年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づく高年齢者就業援助法人です。 

入会している会員に対して就業機会の提供を図り、就労による高齢者の社会参加

の促進及び地域社会に貢献することを目的として設立され、会員による自主的・自

立的運営を図り、協働・共助〔会員がお互いに協力し合いながら働くこと〕のもと

に働くことを基本としています。 

今後も、高齢者の就業機会の安定的な確保を図るため、社団法人佐倉市シルバー

人材センターに対する支援を行います。 

高齢者が生きがいをもって自立した暮らしを営むために 
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（２）高齢者のための就業相談 

 ①シルバー人材センターによる就業相談 

  社団法人佐倉市シルバー人材センターでは、定期的〔平成20年現在は毎月第２

火曜日の９時〕に、佐倉市内に在住のおおむね60歳以上で就業意欲のあるかたを

対象として同センターへの入会者を募集しています。 

今後も、高齢者の社会参加を促すため、継続的に会員の拡充を図ります。 

●社団法人佐倉市シルバー人材センターとの連携 
●社団法人佐倉市シルバー人材センターへの協力・支援 
 

②佐倉市地域職業相談室による就業相談等 

ミレニアムセンター佐倉〔佐倉市宮前３丁目〕３階にある佐倉市地域職業相談室

では、地域住民の就職の促進及び利便性を図るため、求職者の年齢や雇用形態〔フ

ルタイム・パートタイム〕の制限を設けずに、職業相談・職業紹介を実施していま

す。また、冊子による求人情報に加えて、タッチパネル方式の求人情報自己検索シ

ステムの端末機を導入し、各種求人情報の提供にも寄与しています。 

今後も、継続的に高齢者の就業相談等を実施し、高齢者の就業機会の提供に寄与

します。 

 

 

（３）市のホームページによる就業に関する情報提供 

 市のホームページでは、就業に関する各種機関を紹介しています。 

 今後も、継続的に高齢者等の就労機会の確保に向けた情報提供を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※高年齢者等の雇用の安定等に関する法律とは…定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高

年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退

職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、高年齢者等の職業の安定その他福祉の

増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法律です。なお、この法

律による高年齢者とは、45歳以上の求職者及び55歳以上の高年齢者全般を対象としています。
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２・高齢者の社会参加の促進 
【基本方針】 

 佐倉市では高齢者の社会参加を促す意味からも、高齢者クラブ活動への支援をして

います。 

 今後も、高齢者が増加していく中で、高齢者クラブ活動をはじめとする各種高齢者

ボランティア活動への参加を奨励します。 

【施策の体系】 

（１）高齢者クラブ活動の支援 

（２）高齢者の経験や知識の活用 

①生涯学習活動等における高齢者の経験・知識の活用 

②学校教育における高齢者の経験・知識の活用 

【主な施策・サービス】 

（１）高齢者クラブ活動の支援 

 佐倉市の高齢者クラブは、市内在住のおおむね60歳以上の会員で構成され、さま

ざまな活動を通じて生きがいを高めるとともに、会員相互の健康の維持・増進、地域

社会活動への参加・貢献などを自主的に実施している団体です。 

 また、組織は、町内会ごとなどに地域で結成されている個々のクラブによる「単位

クラブ」を基本とし、この各単位クラブを総括的に充実・強化、相互連絡、育成・指

導などを行う「佐倉市高齢者クラブ連合会」により成り立っています。 

近年になり、高齢者の志向も多種多様になってきていることなどから、会員数の減

少が顕著になってきています。 

今後も、各種広報活動や文化活動・スポーツイベントなどを通じて、高齢者クラブ

への加入を呼びかけるとともに、地域社会との協働等による高齢者クラブの各種活動

を支援します。 

●高齢者クラブの主な活動内容 

 ①健康づくり活動と会員相互の親睦・交流の促進 

 ・各種スポーツ大会〔ボウリング、グラウンドゴルフ、軽スポーツなど〕、運動会、

  体力測定、芸能大会、作品〔書道、絵画、手工芸、写真〕展示会、レクリエーシ

ョン活動 など 

②地域社会活動への参加と促進 

・次世代を担う子供たちとのふれあい事業の開催、社会奉仕活動及び友愛訪問の実

施 など 

③交通事故防止等の啓発 

・交通安全指導体制の強化と事故防止の徹底、交通事故等防止活動の実施 など 

④新規会員の加入促進と組織の充実 

・広報紙の発行〔「市高連さくら」の発行、「こうほう佐倉」の活用〕、研修の充

実、女性部組織の充実と単位クラブ後継者の育成 など 
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（２）高齢者の経験や知識の活用 

 ①生涯学習活動等における高齢者の経験・知識の活用 

 小中学校公開講座や公民館活動等で、高齢者の経験や知識を活用する事業を推

進します。 

 

 ②学校教育における高齢者の経験・知識の活用 

 戦争体験談、農業の体験学習、伝承遊び、郷土の祭りなど、高齢者の体験や代々

培われてきた暮らしの知恵などを次世代に伝えていく活動を推進します。 
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３・高齢者の学習活動の推進 
【基本方針】 

 高齢者が参加可能な学習活動等〔公民館活動、学校・教育機関による公開講座、保

健・福祉施設における実践型の学習活動等〕を推進します。 

【施策の体系】 

（１）公民館活動における生涯学習等の推進 

（２）保健・福祉施設における実践型学習活動等の推進 

（３）教育機関による多様な学習機会の提供 

（４）市政理解のための各種「出前講座」の実施 

【主な施策・サービス】 

（１）公民館活動における生涯学習等の推進 

 公民館活動において、高齢者が参加しやすく、魅力ある学習を高齢者自らが企画・

運営していく生涯学習活動を推進します。また、その中で、世代間交流を図るととも

に、習得した知識を生活や地域等へ還元できる各種講座についても推進します。 

 

（２）保健・福祉施設における実践型学習活動等の推進 

 健康管理センター〔佐倉市江原台２丁目〕、西部保健福祉センター〔佐倉市中志津

２丁目〕、南部保健福祉センター〔佐倉市大篠塚〕、老人福祉センター〔佐倉市大篠

塚〕、老人憩の家（うすい荘〔佐倉市臼井田〕、千代田荘〔佐倉市生谷〕、志津荘〔佐

倉市中志津４丁目〕）などの保健・福祉施設において、知識や技能の習得、趣味や創

作活動など、高齢者のニーズを踏まえた実践型学習活動等を推進します。 

 

（３）教育機関による多様な学習機会の提供 

 大学公開講座、高校公開講座、小中学校公開講座等、多様な学習機会を提供します。

 

（４）市政理解のための各種「出前講座」の実施 

 佐倉市では、地域などからの要請に応えて、担当部署の職員が地域に出向き、市政

の内容を紹介する各種「出前講座」を実施しています。今後も、市政をよりよく理解

してもらうための活動を積極的に実施します。 
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４・高齢者を主体とした世代間交流の推進 
【基本方針】 

 高齢者の経験・知識を学校教育や地域活動の中で生かす機会や場を創出し、今後も

継続して世代間交流が活発化するような各種事業を推進します。 

【施策の体系】 

（１）学校教育における高齢者の経験・知識の活用〔再掲〕 

（２）世代間交流を深めるふれあいの場づくり 

 ①各施設における世代間交流の推進 

 ②敬老会を通じた世代間交流の推進 

【主な施策・サービス】 

（１）学校教育における高齢者の経験・知識の活用〔再掲〕 

 戦争体験談、農業の体験学習、伝承遊び、郷土の祭りなど、高齢者の体験や代々培

われてきた暮らしの知恵などを次世代に伝えていく活動を推進します。 

 

（２）世代間交流を深めるふれあいの場づくり 

 ①各施設における世代間交流の推進 

  児童センター、老幼の館、保育園などにおいて、地域コミュニティ活動の場を提

供し、遊びや各種行事を通じて、子どもとその保護者等と高齢者が場をともにする

ことで、ふれあいと交流を深める活動を活発化させます。 

  

②敬老会を通じた世代間交流の推進〔再掲〕 

市では、毎年、市内在住の75歳以上の高齢者を対象に各小中学校の体育館など

を会場として敬老会を開催し、地域住民とともに地域ぐるみの福祉を推進する行事

〔会食、演芸会等〕や記念品贈呈などにより高齢者を敬う事業を実施しています。

今後も敬老会を開催し、地域の高齢者を主体とした世代間交流を推進します。 
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第４章 元気いっぱい いきいき健康づくり 
 

 

 

 

１・介護予防〔地域支援事業〕の推進 
【基本方針】 

 「健康な65歳」から「活動的な85歳」を目指して介護予防に対する取り組みを

継続的に実施することは、高齢者が介護・支援を要する状態になることを未然に防ぐ

ための有効な手段の１つであるといえます。また、介護予防は、介護保険制度の効率

的な運用を図るためにも、重要な施策となります。そのため、今後も、活動的な状態

にある高齢者を対象に、生活機能の維持・向上を図るための「一次予防」、要支援（要

介護）状態になるおそれの高い高齢者【特定高齢者】を対象に、生活機能低下の早期

発見、早期対応を図るための「二次予防」に重点を置いた施策を推進します。 

【施策の体系】 

（１）介護予防の普及啓発 

 ①高齢者等を対象とした介護予防に関する知識の普及啓発 

②地域介護予防活動支援 

③佐倉市としとらん塾（一般高齢者向け介護予防教室）の推進 

（２）地域と一体となった介護予防の推進 

 ①介護予防リーダーの養成 

 ②学習サポーターの養成 

（３）特定高齢者を対象とした介護予防の推進 

①特定高齢者の把握（スクリーニング） 

②通所型介護予防（各種介護予防教室）の推進 

③訪問型介護予防の推進 

【主な施策・サービス】 

（１）介護予防の普及啓発 

 この計画を策定するにあたって実施した実態調査（アンケート調査）結果では、一

般高齢者向けの介護予防教室や特定高齢者向けの介護予防教室について、「知らなか

った」と回答している割合が高い結果となりました。 

このようなことから、今後も介護予防の普及啓発活動を積極的に実施します。 
  

①高齢者等を対象とした介護予防に関する知識の普及啓発 

高齢者クラブ、自治会、サークルなど各種団体を対象に、介護予防に関するリー

フレットの配布などによる普及啓発活動を推進します。 

また、敬老会の開催時など、高齢者が対象となる各種イベント時においても、更

なる介護予防の普及啓発を図るため、積極的な広報活動を実施します。 

高齢者の健康を維持・増進するための介護予防等の推進 
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②地域介護予防活動支援 

  介護予防に関する取り組みが広く実施されるよう、地域における自主的な介護予

防活動を行う人材の育成、支援を実施します。 
 

③佐倉市としとらん塾（一般高齢者向け介護予防教室）の推進 

  市内にある５箇所の地域包括支援センターにおいて、一般高齢者を対象に、介護

予防に関する知識の普及啓発を図るため、介護予防に関する基礎的な学習や体操等

を推進します。 

 

（２）地域と一体となった介護予防の推進 

 ①介護予防リーダーの養成〔再掲〕 

今後も、地域において自主的な介護予防に資する活動が広く実施されるように、

その役割を担う介護予防リーダーの養成を推進します。 
 

②学習サポーターの養成〔再掲〕 

  通所型介護予防〔認知症予防の教室〕の実施にあたり、対象者とコミュニケーシ

ョンを図り、明るい学習場面づくりや、効果的な教室の運営を行うために、今後も、

学習のサポートを行う学習サポーターの養成を推進します。 

 

（３）特定高齢者を対象とした介護予防の推進 

①特定高齢者の把握（スクリーニング） 

 高齢者が、要支援または要介護状態に陥ることを予防するために、65歳以上の

介護保険第１号被保険者〔要支援・要介護認定者を除く。〕を対象に、日常生活に

必要な機能の状態を確認するための生活機能評価を実施して、生活機能の低下がみ

られるかた【特定高齢者】を把握します。 

また、地域包括支援センターや民生委員・児童委員、主治医等からの情報提供を

受け、早期に特定高齢者を把握できるように努めます。 
 

②通所型介護予防（各種介護予防教室）の推進 

 特定高齢者を対象に、運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上・認知症予

防などに関する各種介護予防教室への参加を促し、個々の状態にあった各種プログ

ラムを提供することにより、生活機能の維持・向上を図ります。 
 

③訪問型介護予防の推進 

 通所型形態による教室参加が困難な特定高齢者を対象に、保健師等が居宅を直接

訪問し、生活機能に関する問題を総合的に把握し、適切な相談、指導等の実施に努

めます。 

 

 

 

 



第 2部 分野別計画 

54 

２・いきいき健康づくり 
【基本方針】 

 ひとり暮らしの高齢者、高齢者の夫婦世帯は、年々増加しており、今後も増加が見

込まれることから、健康維持などを目的としたサービス等を提供し、住み慣れた地域

で、いつまでもいきいきと健康に安心した生活を送ることができるよう、支援します。

【施策の体系】 

（１）高齢者安心カード交付事業 

（２）はり、きゅう、マッサージ等利用支援 

【主な施策・サービス】 

（１）高齢者安心カード交付事業 

 市内に居住している60歳以上のかたを対象に、高齢者安心カードを発行していま

す。本人またはその家族からの申請に基づき、名刺サイズのカードを交付し、カード

を携帯することにより高齢者の日常生活における利便性の向上を図るものです。 

高齢者安心カードへの記載事項は、氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、血液

型、緊急時の連絡先、かかりつけの医療機関、既往歴〔以前にかかったことのある病

気など〕となっており、本人の顔写真が掲載されます。 

高齢者が安心して地域や生涯学習等の活動に参加する一助として、また、不慮の事

故や災害等にあわれたときの緊急連絡が可能となる高齢者安心カードの交付を、今後

も推進します。 

 

（２）はり、きゅう、マッサージ等利用支援 

市内に居住している60歳以上のかたや身体障害者手帳等を所持している18歳以

上のはり、きゅう、マッサージ等の施術を受けるかたを対象に、「はり、きゅう、マ

ッサージ等施設利用助成券」を交付し、費用の一部を助成し、健康の保持・増進を図

っています。 

今後も、はり、きゅう、マッサージ等の利用支援を推進します。 
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３・認知症予防の推進 
【基本方針】 

 千葉県では、今後、高齢者人口の急増が見込まれている中、認知症高齢者は、平成

17年の約７万人から平成27年には約12万人に増加すると推計されています。 

また、近年では、65歳未満で発症する若年性認知症の問題も顕在化しています。

認知症は、できるだけ早期に発見し、適切な対応をすることによって、状態の安定

化と、家族の負担を軽減することにつながります。 

認知症を予防するとともに、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせる

ように、各種施策を推進します。 

【施策の体系】 

（１）通所型介護予防〔認知症予防の教室〕の推進〔再掲〕 

（２）物忘れ相談の実施 

（３）認知症サポーターの養成〔再掲〕 

【主な施策・サービス】 

（１）通所型介護予防〔認知症予防の教室〕の推進〔再掲〕 

 特定高齢者を対象に、簡単な読み書き、計算等による脳のトレーニングや体操、口

腔ケア、食事指導などを実施するとともに、自身の日常生活習慣等を見直すことで認

知症を予防する通所型の介護予防教室を開催しています。 

 今後も、認知症予防に寄与する介護予防事業を推進します。 

  

（２）物忘れ相談の実施 

 物忘れや認知症についての不安があるかた及びその家族を対象に、専門医等による

個別相談を実施し、医療機関受診の必要性を判断するなど、認知症の早期発見につな

げています。 

今後も、物忘れ相談を実施し、認知症の予防及び早期発見に努めます。 

 

（３）認知症サポーターの養成〔再掲〕 

 各種講座や講演会などを通じて、認知症を正しく理解してもらい、認知症の人やそ

の家族を見守る応援者となる認知症サポーターの養成を推進しています。 

なお、認知症サポーターには、認知症を支援する「目印」として、ブレスレット（オ

レンジリング）をつけてもらいます。 

将来的に、サポーターのなかから地域のリーダーとして、まちづくりの担い手が育

つことも期待されます。 
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0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成26年度

(人)

85歳以上

80～84歳

75～79歳

70～74歳

65～69歳

実績見込
平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成26年度

65～69歳 11,238 11,999 12,753 13,313 14,016 14,453 15,764
70～74歳 7,953 8,624 9,043 9,442 9,968 10,642 12,664
75～79歳 5,327 5,558 5,873 6,290 6,594 7,060 8,458
80～84歳 3,506 3,710 3,934 4,047 4,235 4,486 5,239
85歳以上 2,937 3,148 3,262 3,511 3,701 3,927 4,605

第1号被保険者 30,961 33,039 34,865 36,603 38,514 40,568 46,730

実績値 推計値

第５章 安心な老後を支える仕組みづくり 
 

 

 

 

【介護保険第１号被保険者数の推計】 

 佐倉市の介護保険第1号被保険者数〔65歳以上の被保険者数〕は、今後も増加を

続ける見込みです。平成 18 年度には 30,961 人だったものが、平成 23 年度には

40,568人になると推計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

要援護高齢者等の生活を支える 

介護保険事業をはじめとする各種支援 

図 2-5-1 第１号被保険者数の推計 

表 2-5-1 年齢区分別の介護保険第１号被保険者数データ・各年１０月１日現在
 

※なお、第１号被保険者数の実績値は、住所地特例の該当者がいるため、住民基本
台帳登録人口と一致していません。 
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表5－2　要支援・要介護認定者数の推移

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成26年度

(人)

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

実績見込
平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成26年度

要支援1 602 592 608 655 687 729 857
要支援2 417 626 665 692 726 769 900
要介護1 961 795 825 880 923 979 1,148
要介護2 662 698 705 772 812 860 1,004
要介護3 605 710 761 787 827 877 1,027
要介護4 504 519 501 574 604 640 748
要介護5 511 530 473 585 614 650 758
合　計 4,262 4,470 4,539 4,945 5,192 5,504 6,441

被保険者数 30,961 33,039 34,865 36,603 38,514 40,568 46,730

実績値 推計値

【要支援・要介護認定者数の推計】 

 佐倉市の介護保険第１号被保険者〔65 歳以上の被保険者〕のうち、介護保険の要

支援・要介護認定者数は、平成 18 年度には 4,262 人でした。今後も増加を続け、

平成23年度には5,504人となる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5-2 要支援・要介護認定者数の推計・各年10月１日現在 

表 2-5-2 要支援・要介護認定者数データ・各年１０月１日現在
 

 ※なお、被保険者数の実績値は、住所地特例の該当者が  
いるため、住民基本台帳登録人口と一致していません。  
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１・介護保険サービスの推進 
【基本方針】 

 介護保険事業において必要となるサービス量を事業計画に基づき確保していきま

す。特定施設入居者生活介護や認知症対応型共同生活介護（グループホーム）などの

居住系サービス、「地域密着型サービス」については、必要量を見極め、限られた財

源の中での計画的な整備を目指します。また、介護保険サービスの質の向上等に努め、

介護保険事業全体のバランスを考慮したうえで内容の充実に努めます。 

【施策の体系】 

（１）居宅サービス 

（２）施設サービス 

（３）地域密着型サービス 

【主な施策・サービス】 

（１）居宅サービス 

 居宅サービスは、これまでの給付実績をもとに、今後の高齢者人口、要支援・要介

護認定者の推計を踏まえて、サービス利用見込量を算出しました。 

①訪問介護（ホームヘルプ） 

②訪問入浴介護 

③訪問看護 

④訪問リハビリテーション 

⑤居宅療養管理指導 

⑥通所介護（デイサービス） 

⑦通所リハビリテーション（デイケア） 

⑧短期入所生活介護（ショートステイ） 

⑨短期入所療養介護（医療型ショートステイ） 

⑩特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム等） 

⑪福祉用具貸与 

⑫特定福祉用具販売〔指定福祉用具購入費の支給〕 

⑬住宅改修〔居宅介護住宅改修費の支給〕 

⑭居宅介護支援 

 

（２）施設サービス 

 施設サービスについては、被保険者数や要支援・要介護認定者数、入所待機者数等

をもとに、給付費・見込量を算出しました。 

 ①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 ②介護老人保健施設 

 ③介護療養型医療施設 
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（３）地域密着型サービス 

 地域密着型サービスについて、第３期計画の実績では見込みほど供給量が伸びなか

ったサービスが多くなっていますが、潜在的なニーズの掘り起こしや事業者の新規参

入促進により供給量が増えることを見込んで、給付費・見込量を算出しました。 

 ①小規模多機能型居宅介護 

②認知症対応型通所介護 

③夜間対応型訪問介護 

④認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

⑤地域密着型特定施設入居者生活介護 

⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 

（４）第4期計画期間中の施設整備計画 

 ①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

第４期計画期間中（平成21年度～23年度）

1箇所（定員100名）
生活圏域を重複しない形で1箇所（定員29名）

ずつ、計4箇所（定員116名）  
  

②地域密着型サービス（地域密着型介護老人福祉施設を除く） 

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型通所介護

第４期計画期間中（平成21年度～23年度）

臼井・千代田圏域を除く各生活圏域に
1箇所ずつ、計4箇所

各生活圏域に1箇所ずつ、計5箇所  
 

＜参酌標準から見た施設利用量（整備量）の推計＞ 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成26年度
856 914 1,072 1,235
430 430 530
376 376 376
50 50 50

0 58 116

介護療養型医療施設

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

施設利用者数

介護老人保健施設

 
※介護療養型医療施設については、平成 23 年度末に廃止されますが、利用者については介護老人福

祉施設や介護老人保健施設に移行すると推測されるため、施設利用量には計上します。 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成26年度
129 129 129 129
102 102 102

27 27 27

介護専用居住系サービス利用者数
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者
生活介護  

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成26年度
要介護２～５の要介護者数 2,718 2,857 3,027 3,689

985 1,043 1,201 1,364

36.2% 36.5% 39.7% 37.0%

施設・介護専用居住系サービス利
用者数

要介護２～５に対する施設・介護
専用居住系サービスの利用者の割
合  
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訪問介護の見込量
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15,000

20,000

(人)

回数 人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

年間 141,682 133,039 137,103 168,704 169,560 179,084

1日あたり 388.2 364.5 375.6 462.2 464.5 490.6

年間 10,824 9,912 10,195 11,552 11,751 12,433

1日あたり 29.7 27.2 27.9 31.6 32.2 34.1

回数

人数

 

【（１）居宅サービス サービス別見込量】 

 

①訪問介護（ホームヘルプ） 

 

 訪問介護（ホームヘルプ）は、ホームヘルパーや介護福祉士が要介護者の居宅を訪

問し、食事・入浴・排せつ等の身体介護や、調理・掃除・洗濯等の家事、生活等に関

する相談・助言等、日常生活上の必要な世話を行うサービスです。通院などを目的と

した乗降介助（介護タクシー）も利用できます。 

 

 

【見込み】 

 今後の高齢者人口・要介護認定者数の増加に伴い、訪問介護（ホームヘルプ）につ

いて、第４期計画では、供給量が増加することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上の表の各年度の回数、人数について、「年間」とあるのは、すべて 12 ヶ月の延べ数です。 

また、「１日あたり」とあるのは、すべて年間の見込量を 365 日で除した数値です。 

図2-5-3 訪問介護の見込量 

表 2-5-3 訪問介護 サービス見込量データ
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

年間 5,885 6,492 5,967 8,644 8,270 8,634

1日あたり 16.1 17.8 16.3 23.7 22.7 23.7

年間 1,344 1,392 1,325 1,685 1,617 1,688

1日あたり 3.7 3.8 3.6 4.6 4.4 4.6

回数

人数

訪問入浴介護の見込量

0
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②訪問入浴介護 

 

 訪問入浴介護は、要介護者の居宅を移動入浴車等で訪問し、浴槽を提供して入浴の

介護を行うサービスです。利用者は、比較的重度の要介護者が多いのが特徴です。 

 

 

【見込み】 

 訪問入浴介護について、第４期計画では、今後、１日あたり4.4 人～4.6 人程度の

利用が続くことを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上の表の各年度の回数、人数について、「年間」とあるのは、すべて 12 ヶ月の延べ数です。 

また、「１日あたり」とあるのは、すべて年間の見込量を 365 日で除した数値です。 

図2-5-4 訪問入浴介護の見込量 

表 2-5-4 訪問入浴介護 サービス見込量データ
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

年間 7,179 7,544 8,674 10,530 10,212 10,694

1日あたり 19.7 20.7 23.8 28.8 28.0 29.3

年間 1,368 1,308 1,459 1,663 1,620 1,697

1日あたり 3.7 3.6 4.0 4.6 4.4 4.6

回数

人数

訪問看護の見込量
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③訪問看護 

 

 訪問看護は、訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が、要介護者の居宅

を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです。利用者は、比較

的重度の要介護者が多いのが特徴です。 

 

 

【見込み】 

 今後の高齢者人口・要介護認定者数の増加や医療的ケアへのニーズの高まりに伴い、

訪問看護について、第４期計画では、供給量が増加することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※上の表の各年度の回数、人数について、「年間」とあるのは、すべて 12 ヶ月の延べ数です。 

また、「１日あたり」とあるのは、すべて年間の見込量を 365 日で除した数値です。 

 

 

 

表 2-5-5 訪問看護 サービス見込量データ

図2-5-5 訪問看護の見込量 
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

年間 1,687 2,595 2,852 2,993 2,988 3,155

1日あたり 4.6 7.1 7.8 8.2 8.2 8.6

年間 432 588 571 620 620 654

1日あたり 1.2 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8

回数

人数

訪問リハビリテーションの見込量

0
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2,000

3,000
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（回）

0

250
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750

1,000

（人）

回数 （人数）

④訪問リハビリテーション 

 

 訪問リハビリテーションは、病院及び介護老人保健施設の理学療法士等が、要介護

者の居宅を訪問して、理学療法、作業療法、その他の必要なリ八ビリテーションを行

うサービスです。要介護者のうち、医療的〔急性期〕リハビリテーションを終えた人

や、病気療養中に身体的機能の低下した人で、居宅でリハビリテーションが必要であ

ると主治医が認めた人が対象となります。 

 

 

【見込み】 

 訪問リハビリテーションについて、第４期計画では、今後、１日あたり 1.7 人～

1.8 人程度の利用で安定することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

※上の表の各年度の回数、人数について、「年間」とあるのは、すべて 12 ヶ月の延べ数です。 

また、「１日あたり」とあるのは、すべて年間の見込量を 365 日で除した数値です。 

表 2-5-6 訪問リハビリテーション サービス見込量データ

図2-5-6 訪問リハビリテーションの見込量 
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居宅療養管理指導の見込量
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（人）
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

年間 3,085 3,428 3,860 4,336 4,425 4,689

1日あたり 8.5 9.4 10.6 11.9 12.1 12.8
人数

⑤居宅療養管理指導 

 

 居宅療養管理指導は、通院が困難な要介護者に対して、病院、診療所または薬局の

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士が居宅を訪問し、療養上の管理や

指導等を行うサービスです。 

 

 

【見込み】 

居宅療養管理指導について、第４期計画では、今後、供給量が緩やかに増加するこ

とを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※上の表の各年度の人数について、「年間」とあるのは、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

また、「１日あたり」とあるのは、すべて年間の見込量を 365 日で除した数値です。 

 

 

 

 

図 2-5-7 居宅療養管理指導の見込量 

表 2-5-7 居宅療養管理指導 サービス見込量データ
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通所介護の見込量
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

年間 83,807 85,834 105,476 107,746 110,245 116,918

1日あたり 229.6 235.2 289.0 295.2 302.0 320.3

年間 10,572 10,692 11,572 12,162 12,461 13,208

1日あたり 29.0 29.3 31.7 33.3 34.1 36.2

回数

人数

⑥通所介護（デイサービス） 

 

 通所介護（デイサービス）は、要介護者が通所介護施設（デイサービスセンター）

等に通い、食事、入浴、排泄等の介護や日常生活上の世話、及び機能訓練を受けるサ

ービスです。一般的に、居宅から通所介護施設（デイサービスセンター）等への送迎

がついています。 

 

 

【見込み】 

 通所介護（デイサービス）について、第４期計画では、今後、供給量が増加するこ

とを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※上の表の各年度の回数、人数について、「年間」とあるのは、すべて 12 ヶ月の延べ数です。 

また、「１日あたり」とあるのは、すべて年間の見込量を 365 日で除した数値です。 

 

 

 

表 2-5-8 通所介護 サービス見込量データ

図2-5-8 通所介護の見込量 
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通所リハビリテーションの見込量
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

年間 25,688 22,922 25,267 29,448 30,085 31,919

1日あたり 70.4 62.8 69.2 80.7 82.4 87.4

年間 3,612 3,036 3,261 3,696 3,787 4,017

1日あたり 9.9 8.3 8.9 10.1 10.4 11.0

回数

人数

⑦通所リハビリテーション（デイケア） 

 

 通所リハビリテーション（デイケア）は、要介護者が医師の指示に基づき、介護老

人保健施設、病院、診療所などに通い、一定期間にわたり、心身の機能の維持回復を

図り、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行うサービスです。 

 

 

【見込み】 

 今後の高齢者人口・要介護認定者数の増加に伴い、通所リハビリテーション（デイ

ケア）について、第４期計画では、供給量が増加することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

※上の表の各年度の回数、人数について、「年間」とあるのは、すべて 12 ヶ月の延べ数です。 

また、「１日あたり」とあるのは、すべて年間の見込量を 365 日で除した数値です。 

 

 

 

 

図 2-5-9 通所リハビリテーションの見込量 

表 2-5-9 通所リハビリテーション サービス見込量データ
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短期入所生活介護の見込量
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

年間 27,008 33,614 41,640 43,262 42,961 45,280

1日あたり 74.0 92.1 114.1 118.5 117.7 124.1

人数 年間 3,924 4,344 4,432 4,890 4,904 5,176

日数

⑧短期入所生活介護（ショートステイ） 

 

短期入所生活介護（ショートステイ）は、要介護者が老人短期入所施設や介護老人

福祉施設等に短期間入所し、その施設で、食事、入浴、排せつ等の介護、その他の日

常生活上の世話及び機能訓練を受けるサービスです。対象者は、在宅生活で心身の状

態が虚弱化した場合、または家族が疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により介護ができ

なくなった場合、または家族介護者の身体的、精神的な負担を軽減するために休養が

必要になった場合等において、一時的に居宅において日常生活を営むことに支障が生

じた要介護者となります。 

 

 

【見込み】 

 短期入所生活介護（ショートステイ）について、第４期計画では、今後、供給量が

緩やかに増加することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※上の表の各年度の日数、人数について、「年間」とあるのは、すべて 12 ヶ月の延べ数です。 

また、「１日あたり」とあるのは、すべて年間の見込量を 365 日で除した数値です。 

 

 

図 2-5-10 短期入所生活介護の見込量 

表 2-5-10 短期入所生活介護 サービス見込量データ
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短期入所療養介護の見込量
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

年間 5,246 5,269 4,204 6,295 6,255 6,597

1日あたり 14.4 14.4 11.5 17.2 17.1 18.1

人数 年間 624 588 619 708 709 748

日数

⑨短期入所療養介護（医療型ショートステイ） 

 

短期入所療養介護（医療型ショートステイ）は、要介護者が介護老人保健施設や介

護療養型医療施設等に短期間入所して、看護、医学的管理下の介護、機能訓練等の必

要な医療や日常生活上の世話を受けるサービスです。 

 

 

【見込み】 

 家族など介護者からのニーズの多さや医療的ケアの必要性の増大に伴い、短期入所

療養介護（医療型ショートステイ）について、第４期計画では、今後、供給量が増加

することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※上の表の各年度の日数、人数について、「年間」とあるのは、すべて 12 ヶ月の延べ数です。 

また、「１日あたり」とあるのは、すべて年間の見込量を 365 日で除した数値です。 

 

 

 

 

図 2-5-11 短期入所療養介護の見込量 

表 2-5-11 短期入所療養介護 サービス見込量データ



第 5章 安心な老後を支える仕組みづくり 

 69

特定施設入居者生活介護の見込量
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（人）

人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 1,644 1,836 1,968 2,196 2,436 2,736

⑩特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム等） 

 

特定施設入居者生活介護は、特定施設（有料老人ホーム等）に入居している要介護

者に対して提供される食事、入浴、排泄等の介護、その他の日常生活上の世話、機能

訓練及び療養上の世話といったサービスを介護保険の給付とするものです。特定施設

自体は施設となりますが、介護保険上、そこで提供される介護やリハビリサービスは、

居宅サービスとして位置付けられています。 

なお、特定施設入居者生活介護の対象となる施設は、指定基準に合致する施設とし

て、都道府県知事の指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホーム〔ケアハウス〕の

ほか、高齢者専用賃貸住宅のうち十分な居住水準を満たすものも対象となっています。 

 

 

【見込み】 

 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム等）について、第４期計画では、今後、

供給量が増加することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

図 2-5-12 特定施設入居者生活介護の見込量 

表 2-5-12 特定施設入居者生活介護 サービス見込量データ 
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福祉用具貸与の見込量
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（人）
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 10,476 10,356 11,297 12,399 12,453 13,151

⑪福祉用具貸与 

 

 福祉用具貸与は、要介護者に対し、日常生活の便宜を図り、機能訓練や介護者の負

担軽減のための福祉用具を貸与するサービスです。貸与の対象となる用具は、※車い

す、※車いす付属品（クッション、電動補助装置等）、※特殊寝台、※特殊寝台付属

品（マット、サイドレール等）、※床ずれ防止用具、※体位変換器、手すり〔工事を

伴わないもの〕、スロープ〔工事を伴わないもの〕、歩行器、歩行補助つえ、※認知

症老人徘徊感知機器、※移動用リフト〔つり具を除く〕の12品目が指定されていま

す。〔※印の付いている用具について、要介護１の人は、原則として貸与の対象となりません。〕 

 

 

【見込み】 

 今後の高齢者人口・要介護認定者数の増加に伴い、福祉用具貸与について、第４期

計画では、供給量が増加することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

 

図 2-5-13 福祉用具貸与の見込量 

表 2-5-13 福祉用具貸与 サービス見込量データ 
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特定福祉用具販売の見込量

0

100

200

300

400

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（人）

人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 344 345 290 326 332 352

⑫特定福祉用具販売〔福祉用具購入費の支給〕 

 

 特定福祉用具販売は、介護保険で貸与されるのが原則の福祉用具において、衛生上

レンタルが困難なために購入が認められる福祉用具のことをいいます。尿器などの排

泄や入浴にかかわる用具で、腰掛便座や特殊尿器、簡易浴槽、入浴補助用具、移動用

リフトのつり具の部分がこれに当たります。 

なお、指定福祉用具販売事業者から購入した福祉用具の費用については、いったん

利用者が全額を支払った後に、領収書など添えて市に申請すると、10 万円の限度額

内で保険給付分（購入費用の９割）が後から支給されます。 

 

 

【見込み】 

 特定福祉用具販売について、第４期計画では、今後、300人～350人程度の利用

が続くことを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

 

 

図 2-5-14 特定福祉用具販売の見込量 

表 2-5-14 特定福祉用具販売 サービス見込量データ 
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住宅改修の見込量

0
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（人）

人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 292 248 205 230 235 249

⑬住宅改修〔居宅介護住宅改修費の支給〕 

 

 住宅改修は、一般にはより住みやすく住居を改造することですが、介護保険では「居

宅介護住宅改修費」として介護給付が設定されており、居宅での自立生活を支援して

います。 

なお、居宅介護住宅改修費の対象となるものは、(1)手すりの取り付け、(2)段差の

解消、(3)滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、(4)引

き戸等への扉の取り替え、(5)洋式便器等への便器の取り替え、(6)その他(1)～(5)の

住宅改修に付帯して必要な住宅改修、となっており、支給額は実際の改修費の相当額

で支給基準額（同一住宅で20万円）の9割を上限としています。 

 

 

【見込み】 

 住宅改修について、第３期計画では供給量が低下しましたが、第４期計画では、今

後、供給量が増加傾向に転ずるものと見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

図 2-5-15 住宅改修の見込量 

表 2-5-15 住宅改修 サービス見込量データ 
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居宅介護支援の見込量
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（人）

人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 22,596 21,648 22,821 24,978 25,486 26,989

⑭居宅介護支援 

 

 居宅介護支援は、居宅で介護を受けている要介護者が、介護保険の給付サービスや

さまざまな医療・福祉サービスなどをスムーズに利用できるよう、本人や家族の依頼

を受けて居宅サービス計画を作成したり、サービス事業者などとの連絡・調整等を行

う支援のことです。また、介護保険施設へ入所を要する場合には、その紹介や手配も

行います。 

 

 

【見込み】 

 今後の高齢者人口・要介護認定者数の増加に伴い、居宅介護支援について、第４期

計画では、供給量が増加することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

 

 

図 2-5-16 居宅介護支援の見込量 

表 2-5-16 居宅介護支援 サービス見込量データ 
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介護老人福祉施設の見込量

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（人）

人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 4,056 4,368 4,428 4,836 5,988 6,336

【（２）施設サービス サービス別見込量】 

 

①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 

 介護老人福祉施設は、寝たきりや認知症のために、日常生活において常時介護を必

要とする人で、居宅での生活が困難な人に生活全般にわたって介護を行う施設です。

従来から老人福祉法で特別養護老人ホームとして整備されましたが、介護保険法では、

このうち都道府県知事の指定を受けたものを指定介護老人福祉施設として、保険給付

の対象としています。 

特別養護老人ホームは、老人福祉法上は、65 歳以上の高齢者を入所対象としてい

ますが、介護保険法では、特定疾病により要介護状態にある 40～64 歳の第 2号被

保険者も利用できることになっています。 

 

 

【見込み】 

 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）について、第４期計画では、平成21年

度に新たな施設整備などを予定していることから、平成22年度から供給量が大幅に

増加することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

図 2-5-17 介護老人福祉施設の見込量 

表 2-5-17 介護老人福祉施設 サービス見込量データ 
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介護老人保健施設の見込量

0
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2,000
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4,000

5,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（人）

人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 3,996 4,044 4,092 4,356 4,608 4,884

②介護老人保健施設 

 

 介護老人保健施設は、慢性期医療と機能訓練によって居宅への復帰を目指す施設で

あり、自立支援、家庭復帰、家庭的雰囲気及び地域・家庭との結び付きが重視されま

す。その点で、介護老人保健施設は、介護老人福祉施設と病院の中間的な役割を担う

施設といえます。 

もともとは、昭和61年（1986年）の老人保健法の改定で老人保健施設として制

度化され、これまでは病状が安定期にあり、治療の必要が無いにもかかわらず、家庭

の事情等のために入院を続けざるを得ない高齢者に対して、医療ケアと生活サービス

を一体的に提供することにより、居宅復帰の促進に貢献してきました。そのため、介

護保険法において、施設サービスを担う介護老人保健施設として位置付けられ、保険

給付の対象となったものです。 

 

 

【見込み】 

 介護老人保健施設について、第４期計画では、今後、供給量が増加することを見込

んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

図 2-5-18 介護老人保健施設の見込量 

表 2-5-18 介護老人保健施設 サービス見込量データ 
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介護療養型医療施設の見込量
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（人）

人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 912 828 732 408 240 96

③介護療養型医療施設 

 

 介護療養型医療施設は、脳卒中や心臓病などの急性期の治療が終わり、病状が安定

期にある要介護の高齢者のための長期療養施設です。介護療養型医療施設では、療養

上の管理、看護、医学的管理下の介護等の世話、機能訓練等の必要な医療が行われて

います。 

なお、療養病床の再編成に伴い、介護療養型医療施設は、平成24年（2012年）

３月末で廃止されることになっています。 

 

 

【見込み】 

 介護療養型医療施設について、第４期計画では、医療制度改革の進展により、今後、

供給量が急速に減少することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

図 2-5-19 介護療養型医療施設の見込量 

表 2-5-19 介護療養型医療施設 サービス見込量データ 
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小規模多機能型居宅介護の見込量
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（人）

人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 0 98 148 166 170 180

【（３）地域密着型サービス サービス別見込量】 

 

①小規模多機能型居宅介護 

 

小規模多機能型居宅介護は、通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービ

スや泊まりのサービスを組み合わせて提供するサービスです。通所、訪問、宿泊とい

った複数のサービスを利用する時でも共通のスタッフが対応するため、個々の利用者

に対して目が行き届くとともに、よりきめ細かなケアを受けられる利点があります。 

小規模多機能居宅介護を提供する施設は、１事業所当たりの定員が25名以下、１

日当たりの定員が通所の場合15名程度、宿泊の場合９名程度と定められています。 

 

 

【見込み】 

 小規模多機能型居宅介護について、第４期計画では、今後、供給量が緩やかに増加

することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

図 2-5-20 小規模多機能型居宅介護の見込量 

表 2-5-20 小規模多機能型居宅介護 サービス見込量データ 
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認知症対応型通所介護の見込量
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回数 人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

回数 4,329 5,713 4,983 6,413 6,399 6,754

人数 504 660 624 689 688 726

②認知症対応型通所介護 

 

 認知症対応型通所介護は、居宅の認知症高齢者を対象に、通所介護施設（デイサー

ビスセンター）で食事、入浴、排泄等の介護、機能訓練等を提供するサービスです。 

 

 

【見込み】 

 今後の高齢者人口・要介護認定者数の増加に伴い、認知症対応型通所介護について、

第４期計画では、供給量が増加することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※上の表の回数、人数については、すべて 12 ヶ月の延べ数です。 

 

 

 

図 2-5-21 認知症対応型通所介護の見込量 

表 2-5-21 認知症対応型通所介護 サービス見込量データ 
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夜間対応型訪問介護の見込量
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（人）

人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 0 0 228 375 510 675

③夜間対応型訪問介護 

 

 夜間対応型訪問介護は、居宅の要介護者のうち、比較的、中・重度の人を対象に、

ホームヘルパーが在宅利用者のニーズに応じて、夜間の定期巡回訪問と、利用者から

の要請に応じて随時訪問する、24時間体制の訪問介護サービスです。随時訪問では、

緊急時などに利用者が専用の端末を使ってオペレーターに通報することで、訪問介護

員が訪問する仕組みになっています。 

 

 

【見込み】 

 夜間対応型訪問介護について、第４期計画では、今後、サービスの定着により、急

速に供給量が増加することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

 

図 2-5-22 夜間対応型訪問介護の見込量 

表 2-5-22 夜間対応型訪問介護 サービス見込量データ 
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認知症対応型共同生活介護の見込量
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（人）

人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 1,188 1,308 1,356 1,356 1,356 1,356

④認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

 

 認知症対応型共同生活介護は、認知症の高齢者が、グループホームと呼ばれる施設

で少人数による家庭的な共同生活をしながら食事、入浴、排泄等の介護、機能訓練等

のサービスが受けられる施設です。入居対象は、一般に認知症の状態にある65歳以

上の要介護者です。  

ほかの利用者との共同生活を営むことに支障がないことなどの条件があります。 

 
 

【見込み】 

 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）について、第４期計画

では、今後、供給量が安定することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

 

図 2-5-23 認知症対応型共同生活介護の見込量

表 2-5-23 認知症対応型共同生活介護 サービス見込量データ 
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地域密着型特定施設入居者生活介護の見込量

0
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400

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（人）

人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 48 84 156 240 324 324

⑤地域密着型特定施設入居者生活介護 
 

 地域密着型特定施設入居者生活介護は、入所定員が30 人未満の小規模な介護専用

型特定施設をいいます。特定施設入居者生活介護の指定を受けた小規模な有料老人ホ

ームや軽費老人ホームなどが該当します。 
 

【見込み】 

 地域密着型特定施設入居者生活介護について、第４期計画では、今後、平成22年

度にかけて供給量が増加することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、要介護者を対象に、定員30人未

満の小規模な特別養護老人ホームで、入浴、排泄、食事などの介護、機能訓練、健康

管理などの支援を行うサービスです。 
 

【見込み】 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、第３期の計画期間中に整

備ができるよう努めてまいりましたが、結果として整備までには至りませんでした。 

このようなことから、第４期の計画期間中においても、継続的に整備推進に向けて

努めていきます。 

図 2-5-24 地域密着型特定施設入居者生活介護の見込量 

表 2-5-24 地域密着型特定施設入居者生活介護 サービス見込量データ 
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２・介護予防の推進 
【基本方針】 

介護保険は制度開始後、利用者が増加しています。今後、さらなる高齢化が見込ま

れる中にあって、介護保険の利用者が増加した場合、介護保険制度が維持できなくな

る可能性も指摘されます。 

 それを防ぐために、要支援（要介護）状態になる前の段階のかたや、認定者のうち

の要支援１と要支援２のかたに対して、介護予防に重点を置いた取り組みを行う必要

があります。 

 そのため、すべてのかたが自立してその人らしい生活を営めるよう、介護予防施策

の充実を図っていきます。 

【施策の体系】 

（１）高齢者全般を対象とした介護予防の推進（地域支援事業） 

（２）要支援者を対象とした介護予防の推進 

■介護予防サービス 

■地域密着型介護予防サービス 

（３）介護予防ケアマネジメント 

【主な施策・サービス】 

（１）高齢者全般を対象とした介護予防の推進（地域支援事業） 

 地域支援事業は、要支援（要介護）状態の発生予防を目的とした介護予防を推進す

るとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立し

た日常生活を送ることができるように実施するものです。 

 地域支援事業の内容として、次の３つの大きな事業の区分けができます。 
 

①介護予防事業 ⇒ 第４章〔52～53ページ参照〕参照 

・要支援（要介護）状態になるおそれの高い高齢者（特定高齢者）を把握するためのスクリ

ーニングの実施 

・特定高齢者を対象とする介護予防事業（特定高齢者施策） 

・全高齢者を対象とする介護予防事業（一般高齢者施策） 

 ②包括的支援事業〔各地域包括支援センターが実施〕 

・介護予防ケアマネジメント ⇒ 次ページ（３）参照 

・総合相談支援事業 

・権利擁護事業 ⇒ 102ページ（５）参照  

・包括的・継続的ケアマネジメント事業〔地域ケア・ネットワーク構築支援、ケアマネジャ

ーへの指導・支援等〕 

 ③任意事業 

  ・介護給付費等費用適正化事業〔指定居宅介護支援事業所調査（訪問調査、ケアプランチェ

ック）、介護給付費通知等〕 

  ・家族支援事業 ⇒ 99ページ（３）参照 
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（２）要支援者を対象とした介護予防の推進 

 要介護認定で「要支援1」「要支援2」と認定されたかたを対象に、市内にある各

地域包括支援センターが中心となり、要支援状態の軽減、悪化の防止に適した「介護

予防サービス計画（ケアプラン）」を作成し、計画に沿った介護予防を支援します。

■介護予防サービス 

①介護予防訪問介護（ホームヘルプ） 

②介護予防訪問入浴介護 

③介護予防訪問看護 

④介護予防訪問リハビリテーション 

⑤介護予防居宅療養管理指導 

⑥介護予防通所介護（デイサービス） 

⑦介護予防通所リハビリテーション（デイケア） 

⑧介護予防短期入所生活介護（ショートステイ） 

⑨介護予防短期入所療養介護（医療型ショートステイ） 

⑩介護予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム等） 

⑪介護予防福祉用具貸与 

⑫特定介護予防福祉用具販売〔指定福祉用具購入費の支給〕 

⑬介護予防住宅改修〔居宅支援住宅改修費の支給〕 

⑭介護予防支援 

■地域密着型介護予防サービス 

 ⑮介護予防認知症対応型共同生活介護 

 

（３）介護予防ケアマネジメント 

 市内にある各地域包括支援センター及び市では、相互に連携しながら介護予防事業

（地域支援事業）、予防給付のケアマネジメントを一体的に実施し、要支援（要介護）

状態になることの予防や生活機能状態の維持・改善を支援します。 
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介護予防訪問介護の見込量

0
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（人）

人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 3240 4356 4499 4978 5205 5510

【介護予防サービス サービス別見込量】 

 

①介護予防訪問介護（ホームヘルプ） 

 

 介護予防訪問介護（ホームヘルプ）は、要支援者が自力で行うことが困難な行為に

ついて、同居家族の支援や地域の支え合い・支援サービスなどが受けられない場合に、

ホームヘルパーや介護福祉士によるサービスが提供されます。 

 

 

【見込み】 

 今後の高齢者人口・要支援認定者数の増加に伴い、介護予防訪問介護（ホームヘル

プ）について、第４期計画では、供給量が増加することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

図 2-5-25 介護予防訪問介護の見込量 

表 2-5-25 介護予防訪問介護 サービス見込量データ 
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介護予防訪問入浴の見込量

0

50

100

150

200

250

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（回）

0

20

40

60

80

100

（人）

回数 人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

回数 24 60 238 106 112 120

人数 24 24 71 46 48 51

②介護予防訪問入浴介護 

 

 介護予防訪問入浴介護は、要支援者の居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由

から、その他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入

浴介護が提供されます。 

 

 

【見込み】 

 介護予防訪問入浴介護について、第４期計画では、今後、供給量が増加することを

見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※上の表の回数、人数については、すべて 12 ヶ月の延べ数です。 

 

 

図 2-5-26 介護予防訪問入浴介護の見込量 

表 2-5-26 介護予防訪問入浴介護 サービス見込量データ 
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介護予防訪問看護の見込量
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（回）

0

25

50

75
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（人）

回数 人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

回数 72 336 254 275 290 310

人数 36 72 52 70 73 78

③介護予防訪問看護 

 

 介護予防訪問看護は、疾患等を抱えて外出が困難な要支援者について、看護師など

が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 

 

 

【見込み】 

 介護予防訪問看護について、第４期では、今後、供給量が緩やかに増加することを

見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※上の表の回数、人数については、すべて 12 ヶ月の延べ数です。 

 

 

 

図 2-5-27 介護予防訪問看護の見込量 

表 2-5-27 介護予防訪問看護 サービス見込量データ 
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（回）

0
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（人）

回数 人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

回数 264 593 580 650 686 733

人数 72 132 119 142 149 158

④介護予防訪問リハビリテーション 

 

 介護予防訪問リハビリテーションは、要支援者に居宅での生活行為を向上させる訓

練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、短期集中

的なリハビリテーションを行います。 

 

 

【見込み】 

 介護予防訪問リハビリテーションについて、第４期計画では、今後、緩やかに増加

することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

※上の表の回数、人数については、すべて 12 ヶ月の延べ数です。 

 

 

 

図 2-5-28 介護予防訪問リハビリテーションの見込量 

表 2-5-28 介護予防訪問リハビリテーション サービス見込量データ 
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介護予防居宅療養管理指導の見込量
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（人）

人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 129 297 324 364 372 394

⑤介護予防居宅療養管理指導 

  

介護予防居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが、要支

援者の居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 

 

 

【見込み】 

 介護予防居宅療養管理指導について、第４期計画では、今後、緩やかに増加するこ

とを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

 

表 2-5-29 介護予防居宅療養管理指導 サービス見込量データ 

図2-5-29 介護予防居宅療養管理指導の見込量 
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介護予防通所介護の見込量
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（人）

人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 2,376 3,636 3,940 4,151 4,339 4,593

⑥介護予防通所介護（デイサービス） 

 

 介護予防通所介護（デイサービス）は、要支援者が通所介護施設（デイサービスセ

ンター）等に通い、食事などの基本的サービスや、生活行為向上のための支援を行う

ほか、その人の目標に合わせた選択的なサービスを提供します。 

 

 

【見込み】 

 介護予防通所介護（デイサービス）について、第４期計画では、今後、供給量が増

加することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

 

 

図 2-5-30 介護予防通所介護の見込量 

表 2-5-30 介護予防通所介護 サービス見込量データ 
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介護予防通所リハビリテーションの見込量
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（人）

人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 636 792 978 1,025 1,071 1,134

⑦介護予防通所リハビリテーション（デイケア） 

 

 介護予防通所リハビリテーション（デイケア）は、介護予防を目的として、介護老

人保健施設、病院、診療所などに通い、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上

のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサ

ービスを提供します。 

 

 

【見込み】 

 介護予防通所リハビリテーション（デイケア）について、第４期計画では、今後、

供給量が増加することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

 

 

表 2-5-31 介護予防通所リハビリテーション サービス見込量データ 

図2-5-31 介護予防通所リハビリテーションの見込量 
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介護予防短期入所生活介護の見込量
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

日数 662 1,157 850 1,213 1,281 1,369

人数 144 252 225 273 286 302

⑧介護予防短期入所生活介護（ショートステイ） 

 

 介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）は、介護老人福祉施設等に短期間入

所し、介護予防を目的とした日常生活上の支援（食事、入浴、排泄など）や機能訓練

などが受けられます。サービスを利用することにより、利用者の心身機能の維持・改

善や利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減が図られます。  

 

 

【見込み】 

 介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）について、第４期計画では、今後、

供給量が緩やかに増加することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
※上の表の日数、人数については、すべて 12 ヶ月の延べ数です。 

 

 

 

 

図 2-5-32 介護予防短期入所生活介護の見込量 

表 2-5-32 介護予防短期入所生活介護 サービス見込量データ 
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介護予防短期入所療養介護の見込量
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日数 人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

日数 60 132 144 175 185 198

人数 12 24 14 25 26 28

⑨介護予防短期入所療養介護（医療型ショートステイ） 

 

 介護予防短期入所療養介護（医療型ショートステイ）は、介護老人保健施設、介護

療養型医療施設等に短期間入所し、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生

活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。サービスを利用することに

より、利用者の心身機能の維持・改善や利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減

が図られます。  

 

 

【見込み】 

 介護予防短期入所療養介護（医療型ショートステイ）について、第４期計画では、

今後、供給量が緩やかに増加することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※上の表の日数、人数については、すべて 12 ヶ月の延べ数です。 

 

 

 

表 2-5-33 介護予防短期入所療養介護 サービス見込量データ 

図2-5-33 介護予防短期入所療養介護の見込量 
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介護予防特定施設入居者生活介護の見込量
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 516 720 804 852 912 960

⑩介護予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム等） 

 

 介護予防特定施設入居者生活介護は、有料老人ホーム等に入居している要支援者に、

介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。 

 

 

【見込み】 

 介護予防特定施設入居者生活介護について、第４期計画では、今後、供給量が増加

することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

 

 

 

図 2-5-34 介護予防特定施設入居者生活介護の見込量 

表 2-5-34 介護予防特定施設入居者生活介護 サービス見込量データ 
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介護予防福祉用具貸与の見込量
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 864 1,284 1,438 1,496 1,564 1,655

⑪介護予防福祉用具貸与 

 

 介護予防福祉用具貸与は、日常生活の自立を助けるための福祉用具のうち、介護予

防に資するものについて貸与を行います。また、使用期限は限定され、定期的に必要

性を見直します。なお、貸与の対象となる用具は、原則として、手すり〔工事を伴わ

ないもの〕、スロープ〔工事を伴わないもの〕、歩行器、歩行補助つえとなっていま

す。〔車いすや特殊寝台等の福祉用具については、要支援での利用が想定しづらいこ

とから原則的に保険給付の対象となりません。特に必要性が認められる場合に限り、

例外的に対象となる場合もあります。〕 

 

 

【見込み】 

 介護予防福祉用具貸与について、第４期計画では、今後、供給量が増加することを

見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

 

表 2-5-35 介護予防福祉用具貸与 サービス見込量データ 

図2-5-35 介護予防福祉用具貸与の見込量 
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特定介護予防福祉用具販売の見込量

0

50

100

150

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（人）

人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 60 100 103 116 118 125

⑫特定介護予防福祉用具販売〔介護予防福祉用具購入費の支給〕 

 

特定介護予防福祉用具販売は、介護を予防し自立した生活を続けられるよう、衛生

上レンタルが困難なために購入が認められる福祉用具のことをいいます。尿器などの

排泄や入浴にかかわる用具で、腰掛便座や特殊尿器、簡易浴槽、入浴補助用具、移動

用リフトのつり具の部分がこれに当たります。 

なお、指定福祉用具販売事業者から購入した福祉用具の費用については、いったん

利用者が全額を支払った後に、領収書など添えて市に申請すると、10 万円の限度額

内で保険給付分（購入費用の９割）が後から支給されます。 

 

 

【見込み】 

 特定介護予防福祉用具販売について、第４期計画では、今後、供給量が現状維持も

しくは緩やかに増加することを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

図 2-5-36 特定介護予防福祉用具販売の見込量 

表 2-5-36 特定介護予防福祉用具販売 サービス見込量データ 
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住宅改修の見込量
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（人）

人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 106 125 132 149 152 161

⑬介護予防住宅改修 

  

介護予防住宅改修は、「居宅支援住宅改修費」として介護給付が設定されており、

居宅での自立生活を支援しています。 

なお、居宅支援住宅改修費の対象となるものは、(1)手すりの取り付け、(2)段差の

解消、(3)滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、(4)引

き戸等への扉の取り替え、(5)洋式便器等への便器の取り替え、(6)その他(1)～(5)の

住宅改修に付帯して必要な住宅改修、となっており、支給額は実際の改修費の相当額

で支給基準額（同一住宅で20万円）の9割を上限としています。 

 

 

【見込み】 

 介護予防住宅改修について、第４期計画では、今後、供給量が緩やかに増加するこ

とを見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

介護予防住宅改修の見込量 

表 2-5-37 介護予防住宅改修 サービス見込量データ 

図2-5-37 介護予防住宅改修の見込量 



第 5章 安心な老後を支える仕組みづくり 

 97

介護予防支援の見込量

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（人）

人数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 6,156 8,316 8,826 9,274 9,696 10,265

⑭介護予防支援 

 

介護予防支援は、居宅の「要支援１」「要支援２」認定者が介護予防サービスを適

切に利用できるよう、介護予防サービス計画の作成や、事業所などとの連絡・調整を

行って支援することです。介護予防サービス計画の作成は、市内にある各地域包括支

援センターが「指定介護予防支援事業者」として行い、保健師、看護師、主任ケアマ

ネジャー、社会福祉士らが携わります。 

 

 

【見込み】 

 介護予防支援について、第４期計画では、今後、供給量が増加することを見込んで

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

 

図 2-5-38 介護予防支援の見込量 

表 2-5-38 介護予防支援 サービス見込量データ 
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

人数 12 24 12 12 12 12

【地域密着型介護予防サービスの見込量】 

 

⑮介護予防認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

 

 物忘れがあるなど、軽度の認知症が心配される要支援者が、グループホームのスタ

ッフによるケアを受けながら共同生活する住宅です。 

〔要支援２の人のみが利用可能なサービスです。〕 

 

【見込み】 

 介護予防認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）について、第

４期計画では、今後、各年度12人の利用を見込んでいます。 

 

 

介護予防認知症対応型共同生活介護の見込量
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※上の表の人数については、すべて 12 ヶ月の延べ人数です。 

 

 

 

 

表 2-5-39 介護予防認知症対応型共同生活介護 サービス見込量データ 

図2-5-39 介護予防認知症対応型共同生活介護の見込量 
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３・介護家族の支援 
【基本方針】 

 要介護者を支える家族の心身両面への支援をはじめとする各種サービスを推進し、

介護家族の負担が軽減できるよう努めます。 

【施策の体系】 

（１）介護者教室 

（２）認知症高齢者見守り 

 ①２市１町ＳＯＳネットワーク 

（３）介護家族の継続支援 

 ①紙おむつ等購入助成 

 ②介護者のつどい 

 ③訪問理美容出張費用助成 

 ④寝具乾燥消毒サービス 

【主な施策・サービス】 

（１）介護者教室 

 現在介護中のかた、これから介護を行う予定のかたを対象に、「介護者教室」を開

催し、基本的な介護に関する学習及び実習、並びに介護相談を実施し、介護家族の身

体的負担の軽減を図ります。 

  

（２）認知症高齢者見守り 

 ①２市１町ＳＯＳネットワーク 

佐倉市、八街市、酒々井町の２市１町と、佐倉警察署、佐倉警察署管内防犯組合

連合会、佐倉市八街市酒々井町消防組合を構成団体として連絡協議会を組織し、認

知症の高齢者等が徘徊などで行方不明になった場合、迅速な発見ができるよう、Ｆ

ＡＸや防災無線等を利用した情報提供を行い、捜索への協力を呼びかけます。また、

ＧＰＳを利用した位置情報検索システムの利用支援を行うことにより、徘徊する高

齢者を抱える家族を支援します。 

  

（３）介護家族の継続支援 

 ①紙おむつ等購入助成 

紙おむつまたは尿取りパッドが必要な要介護度３以上の居宅の高齢者等に対し

て、紙おむつ等の購入費用の一部を助成し、介護家族に対する経済的負担の軽減に

努めています。今後も、紙おむつ等購入助成を推進します。 

 

 ②介護者のつどい 

「介護者のつどい」を開催し、介護に関する学習、介護者自身の健康管理、情報

交換等を通じて、精神面を含めた支援を行い、介護家族の精神的負担の軽減に努め

ます。 
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 ③訪問理美容出張費用助成 

高齢者および障害者のみの世帯に属する居宅の65歳以上かつ要介護度４以上

のかたで、疾病等の理由で外出が困難なかたを対象に、居宅で理容または美容のサ

ービスを受ける際の出張費用の一部を助成します。 

今後も、継続的に訪問理美容出張費用助成を行い、高齢者等の経済的・精神的な

負担の軽減に努めます。 

  

④寝具乾燥消毒サービス 

居宅の寝たきり高齢者を対象に、布団乾燥等のサービスを提供し、保健衛生上の

向上と介護家族の負担軽減を図ります。 
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４・高齢者の生活を支援する福祉サービスの推進 
【基本方針】 

 要支援・要介護の高齢者、虚弱高齢者、ひとり暮らし等の高齢者などに対して、居

宅での生活を支援するサービスの提供を推進します。 

【施策の体系】 

（１）施設サービス 

 ①養護老人ホーム 

 ②ケアハウス（軽費老人ホーム）等 

（２）自立した生活の支援 

 ①介護相談員の活動支援 

 ②栄養改善が必要な高齢者への配食サービス 

 ③緊急通報装置貸与 

 ④生活管理指導短期宿泊事業（ショートステイ） 

（３）福祉用具に関する相談 

（４）住宅改修に関する相談・情報提供 

（５）権利擁護 

 ①権利擁護事業 

 ②成年後見人制度利用支援 

（６）高齢者の虐待防止 

【主な施策・サービス】 

（１）施設サービス 

 ①養護老人ホーム 

65歳以上の高齢者で、身体上又は精神上の理由や住宅に困窮しているなどの理

由により、居宅での生活が困難な生活保護受給者や低所得者に対し、養護老人ホー

ムへの入所措置を行い、自立した生活への支援を行います。 

 ②ケアハウス〔軽費老人ホーム〕等 

●軽費老人ホームＡ型：家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅で生活するこ

とが困難な高齢者を対象に、低額な料金で給食、その他日常生活上必要な便宜

を図る施設です。 

●ケアハウス：年齢が60歳以上で、身体的には比較的自立しているものの、自

炊できない程度の機能低下があり、高齢や健康面から独立した生活をするには

不安があるという人で、利用料の負担能力がある人が入居できる施設です。居

室は原則個室で、トイレなどが完備されています。 

（２）自立した生活の支援 

 ①介護相談員の活動支援〔再掲〕 

介護や福祉・医療に携わった経験があり、一定水準以上の養成研修を受けた介護

相談員が、２名１組で市内の介護保険施設を月１回定期的に訪問し、介護保険サー

ビス利用者及び家族の疑問や不満、不安をニーズとして捉え、介護保険施設のサー

ビス担当者と意見交換等を行い、サービスの質の向上・平等化を図っています。 
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 ②栄養改善が必要な高齢者への配食サービス 

６５歳以上のひとり暮らしの高齢者、または高齢者のみの世帯で、心身の障害等

の理由で調理や買い物が困難なかたを対象に、年末・年始を除く月曜日から金曜日

までの週１回～５回、夕食を直接手渡しで届けます。なお、配達時に連絡なく不在

の場合、緊急連絡先などに連絡を取り安否を確認し、居宅での生活を支援します。

 ③緊急通報装置貸与 

ひとり暮らしの高齢者等に緊急通報装置を設置し、疾病・災害等の緊急時に迅速

かつ適切に対応するものです。利用者が、緊急もしくは相談事があった場合、設置

されている通報装置本体や附属しているペンダントのボタンを押すことにより、市

が委託している受信センターに通報されます。原則として、事前に登録されている

協力員により安否の確認がされますが、必要に応じて市が委託している受信センタ

ーより「119番通報」をし、救急隊の出動を要請します。 

今後も、緊急通報装置の貸与を推進することで、日常生活における不安を解消す

るよう努めます。 

 ④生活管理指導短期宿泊事業（ショートステイ） 

基本的な生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立していないなど、社会的対

応が困難で、介護保険で自立と判定され又は介護保険対象外の高齢者に対して、養

護老人ホームにおける短期間の宿泊により日常生活に対する指導・支援を行い、基

本的生活習慣の確立が図られるように援助し、要介護状態への進行を予防すること

に寄与します。 

  

（３）福祉用具に関する相談 

 それぞれの身体や健康の状態、生活するうえでの不便さに対応した福祉用具が利用

できるよう、適切な器具の紹介、斡旋や購入、貸与に関する相談に対応します。 

  

（４）住宅改修に関する相談・情報提供 ⇒ 第 2章〔45ページ参照〕 

 住宅改修に関する相談や情報提供について、利用者のニーズに応じて対応します。

 

（５）権利擁護 

 ①権利擁護事業 

自分の意思でサービス利用等を決定したり、財産管理などの権利を十分に主張す

ることが困難な認知症高齢者が、権利を侵害されることなく地域で自立した生活が

送れるよう、権利擁護事業の利用を促進します。 

 ②成年後見人制度利用支援 

  認知症などにより判断能力が不十分なかたについて、家庭裁判所が本人のために

援助者を選び、この援助者が本人のために、財産の管理、福祉サービスの契約締結

などの法律行為を行う制度です。佐倉市では、市内５箇所の「地域包括支援センタ

ー」のほか、千葉県社会福祉協議会が実施主体の「さくら広域後見支援センター（佐

倉市社会福祉協議会）」で成年後見制度に関する相談に応じ、手続きを支援します。
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（６）高齢者の虐待防止 

  平成 17年に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

（通称：高齢者虐待防止法）」が制定されました。 

  高齢者虐待には、問題が深刻化する前に生活の変化を発見すること〔早期発見〕

と再発防止のための地域住民、民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会等による

「地域での見守り」と、現に虐待にあっている事例に対して、専門的な支援を行っ

ていく専門機関で構成される「虐待防止ネットワーク」で適宜対応していきます。

①高齢者をとりまく地域における見守り意識の高揚 

 佐倉市に住む高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、地域住民の

協力により高齢者を見守り、困っている高齢者やその家族を一刻も早く発見し、各

地域包括支援センターや市役所へつなげていくことが大切です。 

 これまでも、自治会組織や地区社会福祉協議会の地域での活動から、地区の民生

委員・児童委員を経由し、市役所等へつながっていく仕組みはありましたが、今後

はさらに、住民１人ひとりに対する虐待防止への協力意識の高揚を図り、地域を見

守っていただくとともに、住民同士や住民と行政等との連携をより強化すること 

で、高齢者の虐待防止に努めていきます。 

②佐倉市虐待防止ネットワークの活用 

 佐倉市虐待防止ネットワークは、高齢者虐待の防止と早期発見・早期対応・再発

防止を図り、高齢者の平穏な生活を確保することを目的として、市内の関係機関・

団体等が各々の役割を明確にし、その連携を強化するために設置した組織です。 

 高齢者本人、介護者、地域住民、民生委員・児童委員、地区社会福祉協議会等か

ら、各地域包括支援センターや市役所へ虐待の届出・相談・通報があると、調査や

実態把握をした後、生命や身体に関わる危険があると判断された場合に、佐倉市虐

待防止ネットワークの緊急ケース検討会が開催され、専門機関による様々な支援が

実施されることになります。 

 また、その結果、改善が見られない場合には、支援方法を再検討し、解決につな

げています。 

 さらに、佐倉市虐待防止ネットワークの定例会では、実施された支援内容につい

て評価をし、解決した虐待事例のノウハウ等を活かして地域に対して虐待防止や虐

待予防〔再発防止〕を呼びかけるなど、地域への反映にも寄与しています。 

 今後も、佐倉市虐待防止ネットワークを活用し、高齢者の虐待防止に努めます。
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